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・動画は、プログラム実施後の記録動画を、事業PRの一環として、一定期間公開して
いただきます。また、その対象は、主に「主催」事業とし、詳細については、実行委
員会と協議・調整していただきます。

・来場者アンケートは、「主催」「共催」のプログラムを中心に実施していただきま
す。

・開催期間については、本事業が令和３年度事業であるとの前提のもと、新型コロナ
ウイルスの感染状況等により、各プログラムの延期や変更について、都度協議させて
いただきます。

・事業趣旨については、募集要項や仕様書に記載のとおりですが、各プログラムの実
施に当たっては、今後の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、実行委員会と協
議・調整のうえ、柔軟に対応いただきます。

・各プログラムの動画をWebサイトで公開することとされているが、対象は、プロ
グラム実施前の告知動画か、又は実施後の記録動画か。また、「共催」や「参
加」のプログラムも含むのか。

・来場者アンケートは、「共催」「参加」のプログラムも対象となるのか。

・新型コロナウイルスの感染状況やプログラムの内容により、開催期間を延期す
ることもあるとのことだが、延期する場合、期限はいつか。

・「インバウンドを含めた多くの観光客を呼び込む」とあるが、新型コロナウイ
ルスの感染状況次第では、それが難しい場合も想定される。状況を適宜判断し、
柔軟に事業趣旨を修正するという理解でよいか。

・「公演機会創出事業」の有料プログラムについて、委託料で負担できる経費の
範囲は。

・「大阪文化芸術フェス2021」の有料プログラムについて、会場費や制作費等の
一部を負担するとされているが、具体的にどのような項目が負担対象か。
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・「公演機会創出事業」、「大阪文化芸術フェス2021」ともに、出演・音楽・文芸
費、舞台・会場・設営費、賃金・旅費・報償費など、プログラムに直接かかる経費で
あれば、委託料で負担することができます。
・有料プログラムについては、原則、プログラムにかかる経費は、チケット収入や協
賛金などの収入により賄うものとしますが、経費が収入を超える場合、その超える部
分について委託料で負担することができます。
・なお、「大阪文化芸術フェス2021」については、チケット販売の不振に対して、委
託料を増額することは認めません。

企画・運営等業務の事業者募集についての質問及び回答
大阪文化芸術創出事業（公演機会創出事業及び大阪文化芸術フェス2021）の実施にかかる

質 問 回 答

 ※類似の質問については、まとめて公表しています。
 ※質問については、趣旨を損なわない範囲で要約しています。


